
秋 田県

第 16号 平成 14年 3月 31日

０

１
■

・

Ｏ

ｔ
ｉ

．
一

０

饉
キ・■

Ｏ

Ｉ
■
■

，

０

１

０

４
　
一

一●

〓

一

「仙北郡角館絵図」(県 C95)享保13年 (314cm× 163cm)※解説は8ページ



「秋
田
県
六
種
勧
業
別
報
」
は
、
明
治

二
十
年

（
一
八
八
七
）
二
月
よ
り
二
十
四

年
二
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
県
の
勧
業
担

当
が
作
成

・
配
布
し
た
月
刊
誌

で
あ
り
、

本
紙
第
十
五
号
で
紹
介
し
た

「秋
田
県
勧

業
報
文
」
の
前
身
に
あ
た
る
。

現
在
、
「六
種
勧
業
別
報
」
を
所
蔵
す
る

機
関
は
、
秋
田
県
立
図
書
館
と
昭
和
町
石

川
理
紀
之
助
翁
記
念
館
、
国
立
国
会
図
書

館
で
あ
る

（県
立
図
書
館
は

「勧
業
報
文
」

も

一
部
所
蔵
）
。
こ
の
う
ち
、
国
会
図
書
館

所
蔵
本
は
、
四
五
号
ほ
ぼ
全
て

（第
四
三

号
欠
）
が
揃

っ
て
い
る
。
当
館
で
は
十
三

年
度
事
業
と
し
て
、
国
会
図
書
館
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
複
写
を
行
な

っ
た
。

本
年
度
に
複
製
本
を
開
覧
室
に
置
く
予
定

で
あ
る
。

「六
種
勧
業
別
報
」
の
発
刊
は
、
明
治
十

六
年
六
月
に

「秋
田
県
勧
業
月
報
」
（本
紙

第
十
号
を
参
照
）
が
廃
刊
さ
れ
て
以
来
、

四
年
ぶ
り
の
月
刊
誌
復
活
に
な

っ
た
。
発

刊
経
緯
の
記
録
は
、
現
存
す
る

「第

一
部

勧
業
課
事
務
簿
」
か
ら
見

つ
か
ら
な
い
。

「報
告
之
部
」
が
、
十
九
年
か
ら
二
十
年
分

ま
で
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る
と
思

わ
れ
る
。

明
治

二
十
年
代
は
、
秋
田
県

の
勧
業
政

策
が
、
国

の
政
策
を
反
映
し
新
た
な
展
開

を
見
せ
た
時
期

で
あ

っ
た
。
十
年
代
後
半
、

松
方
デ

フ
レ
に
よ
り
地
方
在
来
産
業
が
没

落
し
、
各
府
県

の
勧
業
政
策
も
停
滞
期
に

陥

っ
た
。

こ
の
状
況
に
対
し
、
農
商
務
省

の
前
田
正
名
ら
は
、
原
因
究
明
と
殖
産
興

業
を
目
的
に

「興
業
意
見
」
を
編
纂
し
た
。

同
書
は
、
十
七
年
に
各
省
お
よ
び
府
県

ヘ

配
布
さ
れ
た
。

「興
業
意
見
」
に
は
、
秋
田
県
に

つ
き

「
一
地
方
ノ
面
ロ
ヲ
改
ム
ヘ
キ
程
ノ
実
カ
ヲ

生

ス

ヘ
キ
見
込

ノ
物
産

ハ
蚕
業
、
米
穀
、

織
物
、
畜
産
、
水
産
、
鉱
品
ト

ス
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
九
年

の

「秋

田
県
勧
業
年
報

一
で
は
、
勧
業
政
策

の
指

針
が
、
米
産

・
畜
産

。
養
蚕

・
山
林

・
水

産

・
鉱
山
の
六
種
の
振
興
に
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
六
種

の
選
定
が

一興
業
意
見

一
の
影

響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

一織
物
」
に
替
り

「山
林
」
が
入
れ
ら
れ
た

の
は
、
勧
業
課
に
お
け
る
修
正
だ
ろ
う
。

「六
種
勧
業
別
報
」

で
は
、
右

の
勧
業

政
策

の
指
針
が
標
題

で
明
確
に
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「勧
業
月
報
」
の
記
事

が
項
目
分
類
さ
れ
な
か

っ
た
の
に
対
し
、

「六
種
勧
業
別
報
」
で
は
、
官
令

。
米
産

。

畜
産

・
養
蚕

・
山
林

・
水
産

・
鉱
山

・
雑

録

の
八
項

目
に

分

類

さ

れ

た

。

六
種

以
外

の
記

事
で
あ

っ
て
も
、

勧
業

上

で
重

要

な
も

の
は
掲
載

す

る
方
針

で
あ

っ
た
。
や
が

て

産
業

の
発
展

に

伴

い
、

明
治

二

十

四
年

の

「
勧

業
報
文
」

か
ら

一
〇
種

に
項

目

が
拡

大
す

る

こ

と
に
な
る
。

さ
て
、

「六
種

勧
業

別
報
」

の

凡
例

に
は
、

県

内
勧
業

情
報

の

収
集

に
関
し

て

次

の
こ
と
が
記

さ

れ

て

い

る

。

毎

月

一
回
無
代

404F

価
で
当
業
者

へ
配
布
す
る
こ
と
、
配
布
を

受
け
た
者
は
六
種
ほ
か
勧
業
上
の
有
益
情

報
を
本
課
に
報
告
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
外

の
人
間
で
も
報
告
を
許
す
こ
と
、
情
報
の

誌
上
採
録
者
に
は

一
部
贈
与
す
る
こ
と
。

本
課
が
情
報
の
収
集
に
か
な
り
力
を
入

れ
て
い
た
様
子
が
判
る
。
「勧
業
月
報
」
の

凡
例
に
は
、

こ
の
よ
う
な
規
程
は
無
い
。

「
勧
業

月
報
」

の
時

代
に
は
、
県
内
各
郡

の
通
信
員

（勧
業
掛
、

後
、
農
区
委
員
、
勧

業
委
員
）
が
定
期
的

に
本
課
に
報
告
を
送

っ
て
い
た
。
し
か
し
、

明
治
十
年
代
後
半
に

は
、
こ
の
通
信
制
度

が
次
第
に
機
能
し
な

く
な

っ
た
。
費
用
が

不
充
分
な
上
に
通
信

員
に
な
る
篤
志
者
が

僅
少
で
、
効
果
が
上

が
ら
な
か

っ
た
た
め

で
あ
る
。
二
十
年
六

月
で
勧
業
委
員
は
廃

止
さ
れ
た
。

「六
種
勧
業
別
報
」

で
は
、
配
布
者
を
も

っ
て
従
来

の
勧
業
委

員
の
役
割
を
担
わ
せ

よ
う
と
し
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
通
信
制
度
と
の
関
わ
り

で
、
勧
業
月
刊
誌
の
変
遷
を
見
て
い
く
の

も
興
味
深
い
。

（公
文
書
班
　
柴
田
　
却
彰
）

30年日月治 10年        20年

勧業雑誌と秋田県統計書の変遷

11年 分より

ll田県勧業月報

□

13年  16年
3月 分  6月 分
より  で廃刊

秋田県六種     |
勧業別幸R    ▼

秋田県
勧業報文

35年 分で廃刊

秋田県勧業時郵

20年    24年
2月 分より 12月 分より

35年
8月 分より

秋田県統計書

秋田県勧業年報
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当
館
で
は

「藩
庁
目
誌
」
九
冊
を
所
蔵
し

て
い
る

（表
参
照
）
。
い
ず
れ
も
当
館
開
館

時
に
、
県
庁
の
地
下
書
庫
か
ら
、
古
文
書
と

し
て
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
九

冊
の
な
か
に

一
冊
だ
け
、
ど
う
い
う
訳
か
、

矢
島
分
と
記
さ
れ
た

「藩
庁
日
誌
」
が
あ
る

（県
Ｄ
１
４
１
２
）
。
秋
田
県
は
、
旧
秋
田
六

郡
と
鹿
角
郡
と
由
利
郡
で
成
り
立

っ
て
い
る

か
ら
、
矢
島
の
史
料
が
あ

っ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
荘
と
か
亀

田
や
鹿
角
の
史
料
が
あ
ま
り
伝
来
し
て
い
な

い
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ

れ
は
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
題
で
は

な
い
の
で
、
こ
れ
以
Ｌ
追
究
せ
ず
、
久
保
田

藩

（
二
年
六
月
か
ら
四
年

一
月
迄
）
と
矢
島

藩
の
同
じ
年
月
日
の
箇
所
を
比
較
す
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
た
い
。

ま
ず
久
保
田
の
明
治
三
年
午
十

一
月
朔
日

の
条
を
あ
げ
る
と

月
番
　
　
士
口
川
権
大
参
事

権
大
属
当
用
係
　
石
山
源
三
郎

権
少
属
当
用
係
　
渡
辺
時
也

史
生
当
用
係
　
　
大
縄
謙
也

庁
掌
当
用
係
　
　
　
　
深
谷
和

一
郎

泊
番
権
少
属
心
得
　
内
藤
寿
吉

泊
番
庁
掌
　
　
　
　
小
野
岡
大
助

如
例
月
働
休
日
無
出
庁

能
代
中
士
　
宇
野
弥
二
郎

右
は
要
用
之
義
有
之
親
類
小
川
助
之
進

方
江
罷
越
候
よ
し
届
之無

官
上
士
　
中
川
　
清

右
は
昨
廿
九
日
御
暇
処
よ
り
罷
帰
候
趣

訴
之

と
な
る
。

月
番
、
役
前
、
泊
番
の
氏
名
の
後
に
、
そ

の
日
の
藩
上

の
動
向
な
ど
が
記
さ
れ

て
い

′り
。次

に
矢
島
の
同
日
の
条
を
あ
げ
る
と

十

一
月
朔
目
　
雨

一　

於
庁
相
達

免
民
事
属
役
　
小
番
良
兵
衛

と
な
る
。

当
日
の
天
気
、
藩
士
の
動
向
と
い
う
順
で

記
さ
れ
て
い
る
。

久
保
円
の
場
合
、
当
日
の
業
務
の
責
任
者

や
担
当
者
の
ほ
か
、
泊
番
の
氏
名
も
記
さ
れ
、

日
誌
を
書
い
た
の
は
泊
番
で
は
な
い
か
と
推

定
で
き
る
が
、
矢
島
の
誰
が
書
い
た
の
か
、

こ
の
史
料
か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
天

気
に
つ
い
て
は
毎
日
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
藩
の
人
事
や
藩
士
の
動
向
に
つ

い
て
は
、
久
保
田
と
同
じ
く
記
載
さ
れ
て
い

る
。
矢
島
分
は

一
冊
し
か
な
く
、
し
か
も
期

間
も
わ
ず
か
三
ヶ
月
と
短
い
が
、

「藩
制
」

布
告
後
の

「士
族
家
禄
定
」
と
か

「藩
庁
人

事
」
の
ほ
か

「学
校
規
則
」
な
ど
、
基
本
的

な
史
料
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
山
形
県
か
ら
、
酒
田
県
が
廃
さ
れ

（明

治
三
年
九
月
二
八
日
）
山
形
県
に
併
合
さ
れ

た
の
で
、
由
利
郡
の
管
内
絵
図
を
改
め
る
た

め
官
員
を
派
遣
し
た
い
、
と
の
申
し
入
れ
な

ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
久
保
田
を
見
る
と
、
藩
で
選
抜
さ
れ

藩
費
で
大
学
南
校
に
入
学
し
た
貢
進
生
や
、

丸
山
作
楽
外
務
権
大
丞
の
塾
に
入
塾
し
た
者

の
氏
名
な
ど
も
、
採
ら
れ
て
い
る
。
明
治
三

年
十

一
月
か
ら
翌
四
年
六
月
迄
の
間
の
藩
士

の
動
向
や
藩
庁
人
事
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
る

と
言

っ
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
間
に
起
き
た
事
件
に
つ

い
て
の
記
事
も
あ
る
。
四
年
二
月
二
十
五
日

の
暮
時
、
志
賀
少
参
事
が
三
、
四
人
の
覆
面

を
し
た
者
た
ち
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が

起
き
て
い
る
が
、
翌
二
十
六
日
に
は
、
襲
撃

し
た
者
や
検
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
者
の
氏

名
や
襲
撃
状
況
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
二
十
七
日
に
は
襲
撃

で
死
亡
し
た
者

や
、
割
腹
し
た
が
死
に
き
れ
ず
、
治
療
を
受

け
た
も
の
の
死
亡
し
た
者
の
氏
名
や
、
容
体

な
ど
が
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
八
坂
丸
事
件
関
係
や
初
岡
敬
治

に
関
す

る
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、

「
秋
田
」

で
の
人
事
や
藩
士
の
動
向
を
記
載
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
の
が

「藩
庁
日
誌
」
で
あ
る
た

め
、
東
京
で
の
藩
士
の
動
向
は
、
殆
ど
採
ら

れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
廃
藩
置
県
直
前
の
秋
田

（久
保
田
）

藩
の
政
治
史
を
考
え
る
際
、
主
に
人
事
と
藩

上
の
動
向
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、

従
来
で
は
考
え
ら
れ
な
い
人
事
が
行
わ
れ
た

こ
と
な
ど
を
確
認
で
き
、
秋
田
の
維
新
変
革

期
を
研
究
す
る
際
の
基
本
的
な
史
料
の

一
つ

に
な
る
こ
と
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

（古
文
書
班
　
菊
池
　
保
男
）

藩 庁 日

藩庁日誌 明治 3年 11月

藩庁日誌 明治 3年間10月 ～ 12月

藩庁日誌 明治 3年 11月 ～12月

藩庁日誌 明治 4年正月

藩庁日誌 明治 4年 2月

藩庁日誌 明治 4年 3月

藩庁日誌 明治 4年 4月

藩庁日誌 明治 4年 5月

藩庁日誌 明治 4年 6月
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掲
載
し
た
史
料
は
、
野
上
国
佐
の

「御

学
館
文
学
日
記
」

（
２５
‐
２９
‐

‐
）
の
記

事
で
あ
る
。
同
史
料
は
、
野
上
の
勤
中
日

記
で
、
公
的
な
性
格
を
も

っ
た
藩
政
史
料

で
あ
る
。
紹
介
し
た
記
事
は
、
著
名
な
紀

行
家
菅
江
真
澄
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
で

ギ

マ
ん
”
Й
「Й
菌
理

鶴

雰

機

う

を

ま

炸

鯰

魏
絋
塚

あ
る
。
謎
の
多
い
真
澄
に
つ
い
て
触
れ
た

藩
政
史
料
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
唯

一
の

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
従
来

か
ら
、
真
澄
の
地
誌
編
纂
が
藩
に
よ

っ
て

公
的
な
事
業
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
史
料

と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
真
澄
の
調
査
活
動

へ
の
助
成

に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
紙
数
の

都
合
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
つ
だ
け
疑
間
を

提
示
し
て
み
た
い
。
①

（Ｉ
に
関
し
て
）

な
ぜ

「御
町
奉
行
よ
り
懸
合
有
之
」
な
の

か
、
②

（Ⅱ
に
関
し
て
）
な
ぜ

「鳥
屋
卯

助
宿
を
以
願
申
出
候
」
な
の
か
、
と
い
う

疑
間
で
あ
る
。
Ⅱ
に
あ
る
鳥
屋
卯
助

（長

秋
）
は
、
真
澄
と
親
し
い
町
人
身
分
の
国

学
者
で
、
真
澄
の
墓
碑
銘
を
草
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
大
友
直
枝

（波
宇
志
別
神
社
の

神
官
で
国
学
者
）
ら
と
と
も
に
和
学
方
の

創
設
を
藩
に
申
請
し
て
認
可
さ
れ
る
な
ど
、

藩
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も
あ

っ
た
。
そ
の

よ
う
な
鳥
屋
が
、
友
人
の
真
澄
に
関
す
る

願
い
事
を
す
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い

し
、
①
に
つ
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
鳥
屋

ら
の
働
き
か
け
が
あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
納

得
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
公
的
な
事
業
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
費
用
の
供
出
願
い
が
、　
一
介
の

町
人
身
分
の
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
意
味
は
よ
く
考
え
て
み
な
い
と
い

け
な
い
。
真
澄
の
調
査
が
学
館

の
管
掌
に

属
す
る
公
的
事
業
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ

の
記
述
か
ら
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
鳥
屋
ら
の
働
き
か
け
な

の
か
と
い
う
先

の
疑
間
は
そ

の
ま
ま
残

る
。
Ⅱ
の

「甚
服
零
落
、
内
々
如
何
共
迷

惑
仕
候
」
と
い
う
事
実
は
、
真
澄
自
身

の

言
葉
を
通
じ
て
し
か
知
り
得
な
い
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
真
澄
は
、
鳥
屋
を
通
し

て
現
状
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
公
的
事
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
真
澄
は
直
接
学
館
に
助
成
金
の
要

求
を
出
し
て
い
な
い

（あ
る
い
は
出
せ
な

か

っ
た
）
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
真
澄

と
藩
の
関
係
の
あ
り
よ
う
が
か
す
か
に
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

真
澄
は
、
九
代
藩
主
義
和
に
直
接
面
会

し
て
地
誌
編
纂

の
事
業
を
命
じ
ら
れ
た
、

と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
の

一
つ
は
、

高
階
貞
房

（Ｉ
に

「平
吉
」
と
見
え
る
人

物
）
の
大
友
直
枝
宛

の
書
簡
に
、
ズ
真
澄

が
）
御
内
々
御
沙
汰
有
之
而
仙
北
筋
之
実

地
に
め
く
り
候
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
ら

し
い
。
し
か
し
、
「御
内
々
御
沙
汰
有
之
」

と
い
う
語
句
は
、
藩
の
要
職
に
あ
る
人
物

の
日
記
な
ど
を
見
て
い
る
と
し
ば
し
ば
出

会
う
表
現
で
あ
り
、

「内
々
に
ご
指
示
が

あ

っ
た
」
と
い
う
程
度

の
意
味

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
案
件
が
家
臣
よ
り
上
申

さ
れ
て
藩
主
に
至
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
藩

主
が
家
老
や
側
近
に

「よ
き
に
は
か
ら
え
」

と
い
う
指
示
を
下
し
た
場
合
で
も
、
前
記

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

紹
介
史
料
が
言
外
に
も

つ
意
味
を
く
み

と
る
な
ら
ば
、
先
の
鳥
屋
ら
の
国
学
グ
ル

ー
プ
ー
町
方
―
学
館
と
い
う
ラ
イ
ン
上
で

真
澄
と
藩
の
接
触
を
考
え
る
方
が
、
義
和

が
直
接
真
澄
に
会

っ
て
指
示
し
た
と
す
る

よ
り
よ
ほ
ど
現
実
的
だ
と
思
う
の
だ
が
ど

う
だ
ろ
う
か
。

（古
文
書
班
　
金
森
　
正
也
）

Ｉ
菅
江
真
澄
遊
覧
著
述
致
候

二
付
、
御
町
奉
行

よ
り
懸
合
有
之
、
御
用
係
中
会
之
上
、
老
中

・
総
裁

へ
御
沙
汰
之
上
、
右
人
料
御
学
館
よ

り
被
渡
置
候
事

二
相
成
、
右
御
合
力
銀
百
目

・
筆
墨
紙
料
銭
拾
六
貫
文
被
相
渡
候
趣
、
受

払
役
平
吉

へ
小
平
中
渡
候
、

「
御
学
館
文
学
日
記
」

文
政
八
年
七
月
廿
六
日
条
）

Ⅱ
菅
江
真
澄
平
鹿
郡
旧
跡
吟
味
被
仰
付
、
去
年

中
罷
越
段

々
回
村
、
此
節
大
略
相
片
付
、
此

余
横
手
近
在
既

二
吟
味
成
就
仕
候
、
去
秋
中

出
立
之
湖
旅
装
御
合
力
拝
領
被
仰
付
、
其
後

吟
味
形
存
之
外
延
日

二
罷
成
、
甚
服
零
落
、

内

々
如
何
共
迷
惑
仕
候
、
因
而
御
積
を
以
御

合
力
被
仰
付
被
下
度
趣
、
鳥
屋
卯
助
宿
を
以

願
申
出
候

二
付
、
申
合
之
上
銀
百
目
被
下
置

候
趣
、
桑
原
元
伯

へ
中
渡
候
、

「
御
学
館
文
学
日
記
」

目

条

）
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摩

沢

蔵

史

料

の
概

要

石
一井
一忠
行
文
書

・
大
窪
文
書

○
石
井
忠
行
文
書

石
井
忠
行
文
書
は
秋
田
藩
士

・
石
井
忠

行
宛
の
書
簡
で
、
石
井
家
に
伝
来
し
た
文

書
で
あ
る
。

石
井
忠
行
は
文
政
元
年

（
一
八

一
八
）
、

秋
田
藩
士

。
石
井
忠
潔
の
子
と
し
て
手
形

谷
地
町

（現

。
秋
田
市
）
に
生
ま
れ
た
。

通
称

・
弥
五
右
衛
門
、
雅
号

・
伊
頭
園
。

勘
定
吟
味
役
、
西
北
蝦
夷
地
御
持
場
見
分

御
用
出
役
、
財
用
奉
行
な
ど
を
歴
任
、
戊

辰
戦
争
時
に
は
小
荷
駄
奉
行
と
し
て
由
利

郡
矢
島
に
出
陣
し
た
。
明
治
七
年

（
一
八

七
四
）
老
齢
の
た
め
隠
居
し
、
以
後
著
述

に
励
ん
だ
。

全
二
〓
一点
の
う
ち
二
一
一点
　
（イ

一
～
二

二
）
は
大
縄
織
衛
や
信
太
理
兵
衛

（雪
斎
）

ら
の
忠
行
宛
の
書
状
で
あ
る
。
忠
行
が
蝦

夷
地
に
赴
任
し
て
い
た
こ
ろ
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
残
り
の

一
点

（イ
二
三
）
は
戊

辰
戦
争
時
に
忠
行
が
子

・
忠
海
と
交
わ
し

た
書
簡
や
覚
書
な
ど
の
綴
り
で
あ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
忠
行
の
著
作
は
多

数
あ
り
、
当
館
に
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る

（表
参
照
）
。
こ
の
う
ち
三
史
料
に
つ
い
て

以
下
に
紹
介
す
る
。

（１
）
落
穂
籠

全
三
二
冊
、
日
録

一
冊
。
史
話
、
記
録
、

政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
に
つ
い

て
の
随
筆
。
古
代
か
ら
時
事
的
な
話
題
ま

で
、
さ
ら
に
は
日
本
全
国
各
地
の
み
な
ら

ず
海
外
の
事
情
ま
で
幅
広
く
取
り
上
げ
て

い
る
。
巻
の
二
に

「嘉
永
六
丑
年
写
」
と

あ
り
、
巻
の
三
十

一
に
明
治
二
十
五
年
七

月
八
日
に
書
き
終
え
た
と
の
記
載
が
あ
る

こ
と
か
ら
約
四
〇
年
間
に
わ
た

っ
て
書
き

継
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（２
）
伊
頭
園
茶
話

全
三
〇
冊
、
日
録

一
冊
。

「落
穂
籠
」

と
同
様
、
史
話
、
記
録
、
政
治
、
経
済
、

社
会
、
文
化
な
ど

に

つ
い
て
の
随
筆
。

「落
穂
籠
」
が
秋
田
藩
外
の
話
題
が
多
い

の
に
対
し
て
、
主
と
し
て
秋
田
藩
内
お
よ

び
秋
田
藩
に
関
連
し
た
話
題
を
中
心
に
取

り
上
げ
て
い
る
。

（３
）
石
井
忠
行
日
記

全

一
一
冊
。
幕
末
秋
田
藩
政
の

一
端
が

う
か
が
え
る
忠
行
の
日
記
。
大
半
は

一
年

一
冊
の
割
合
で
綴
ら
れ
て
い
る
が
、　
一
〇

冊
目

（明
治
二
年
分
）
ま
で
の
間
に
延
ベ

八
年
八
か
月
分
の
記
録
が
断
続
的
に
抜
け

て
い
る
。
ま
た
最
終

一
一
冊
目
は
明
治
三

年
正
月
か
ら
明
治
二
十
六
年
正
月
ま
で
と

な
っ
て
い
る
が
、
後
半
は
各
年
と
も
数
行

の
記
載
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
詳
細
な
記

録
と
は
な

っ
て
い
な
い
。

○
大
窪
文
書

大
窪
文
書
は
佐
竹
家
臣

。
大
窪
家
に
伝

来
し
た
文
書
で
あ
る
。

「大
窪
氏
略
系
」

（オ
二
七
）
を
も
と

に
作
成
し
た
大
窪
家
の
系
図
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

大
窪
家
は
佐
竹
氏
が
常
陸
を
支
配
し
て

い
た
こ
ろ
か
ら
の
家
臣
で
あ
る
。
「略
系
」

に
よ
る
と
、
佐
竹
氏
の
秋
田
移
封
に
伴
い
、

光
綜
の
こ
ろ
秋
田
へ
入
部
し
た
と
思
わ
れ

′り
。全

二
七
点
の
内
訳
は
伊
賀
宛
、
庄
太
夫

宛
な
ど
の
書
状
が

一
三
点
、
初
代
藩
主

・

佐
竹
義
宣
や
東
義
喬
ら
か
ら
拝
領
し
た

一

字
判
紙
な
ど
の
判
紙
が
九
点
、
大
窪
家

。

石
川
家

（大
窪
家
の
宗
家
）
の
系
図
が
各

一
点
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

（古
文
書
班
　
平
田
　
有
宏
）

一摯
｝
留

一

当 蔵石 イ

岡297 古記雑 集 lll治 18写 忠行 写

AH288 4 忠 行 写

へ112883 7支利系譜・同宣記 令 明治 12写 忠行 写
AH31,-77 記録 二 番 嘉 永 5

へ [ 393 16 人山矢 五 郎 日記  全

A31711 秋 圧 落 御 勘 市 所 吟 峡 得 裡 前 押 常 喜 安 政 3写 忠行 写
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7■ 50 落 穂 籠 嘉永6ごろ
～
25

81699 伊 頭 園 茶 話 3 文久 3■明治 26
石 井 忠

`子

日記

ヒ蝦 夷 地 理 数 調 安 政 2写 ミ、イ「4
433-36 [佐竹 藩 J御 持 場 之 内 西蝦 夷 地 ヲ カモ

イ よ り北蝦 夷lll其 外 島 々迄 凡 軍数

l 安 政 2写 忠行 写
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☆
■

光
治
―
光
重

（伊
賀
守
）
―
光
通

（伊
賀

守
）
―
光
正
―
光
員
―
光
綜
―
光
儒
―
某

（杢
右
衛
門
）
―
某

（杢
右
衛
門
）
―
光

倫
―
光
明



公
文
書
班
で
は
平
成
九
年
度
に
県
の
地
方

機
関
に
対
し
行
政
資
料
の
保
存
状
況
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
平
成

十

一
年
度
よ
り
県
内
の
地
方
機
関
を
調
査
し

所
蔵
公
文
書
の
情
報
を
整
理
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
畜
産
試
験
場
、
水
産
振
興
セ
ン
タ

ー
、
計
量
検
定
所
の
二
課
所
を
訪
問
し
ま
し

た
。

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

①
畜
産
試
験
場

試
験
場
は
元
々
明
治
四
十
四
年
に

「秋
田

県
種
畜
場
」
と
し
て
開
設
さ
れ
、
そ
の
後
何

度
か
の
廃
止
再
開
を
繰
り
返
し
て
昭
和
．二
十

五
年
に

「秋
田
県
畜
産
試
験
場
」
と
改
称
し

て
現
在
に
至

っ
て
い
ま
す
。

書
庫
に
は
種
畜
場
時
代
の
文
献
も
あ
り
、

家
畜
関
係
の
医
学
書
、
畜
産
学
、
法
規
、
馬

事
調
査
報
告
書
、
馬
政
史
、
血
統
登
録
書
な

ど
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
馬

に
関
係
す
る
書
籍
も
多
く
、
畜
産
だ
け
で
な

く
軍
馬
、
競
馬
に
関
す
る
書
籍
も
あ
り
貴
重

な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
他
に

は
全
国
の
各
試
験
場
の
事
業
年
報
や
試
験
成

績
報
告
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

②
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー

明
治
三
十
三
年
土
崎
港
町
に
建
設
さ
れ
た

「水
産
試
験
場
」
が
前
身
で
す
。
昭
和
二
十

五
年
に
国
立
水
産
試
験
場
秋
田
分
場
の
庁
舎

を
得
て
船
川
港
に
移
転
し
、
昭
和
六
十
年
に

水
産
試
験
場
、
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
、
沿
岸

漁
民
研
修
所
を
統
合
し
、
水
産
振
興
セ
ン
タ

ー
と
し
て
現
在
の
場
所
に
移
転
し
ま
し
た
。

昭
和
二
十
五
～
二
十
七
年
度
の
事
業
報
告
書

の
緒
言
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
八
月
の
土

崎
空
襲
の
際
に
戦
前
の
試
験
調
査
資
料
の
多

く
を
失

っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

書
庫
に
は
漁
業
関
係
の
書
籍
、
都
道
府
県

の
水
産
試
験
場
の
報
告
書
類
、
水
産
庁
の
報

告
書
類
、
水
産
学
会
、
大
学
、
民
間
研
究
団

体
の
研
究
集
録
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
前
述

の
通
り
、
戦
前
の
も
の
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
セ
ン
タ
ー
の
事
業
報
告
書
の
み
明
治
期

の
水
産
試
験
場
時
代
か
ら
の
も
の
が
残
さ
れ

て
お
り
、
多
少
の
欠
本
分
は
あ
る
も
の
の
明

治
三
十
七
年
度
か
ら
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
の
中
で
特
筆
す
べ

き
は
、
酸
性
化
以
前
の
田
沢
湖
で
行
わ
れ
た

国
鱒
の
人
工
孵
化
試
験
の
記
録
で
す

（左
下
、

写
真
）
。
現
在
、
国
鱒
そ
の
も
の
が
絶
滅
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。
ま
た
、
戦
後
の
も
の
で
は
あ
り

ま
す
が
、
水
産
試
験
場
が
行

っ
た
魚
類
ご
と

の
調
査
研
究
フ
ア
イ
ル
や
、
十
拓
以
前
の
八

郎
潟
で
行
わ
れ
て
い
た
湖
面
漁
業
と
水
産
資

源
に
関
す
る
研
究
調
査
も
あ
り
ま
す
。

③
計
量
検
定
所

元
々
、
明
治
二
十
五
年
に

「秋
田
県
常
置

度
量
衡
検
定
所
」
と
し
て
設
置
さ
れ
、
昭
和

三
十
四
年
に
秋
田
県
庁
構
内
に
移
転
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
平
成
二
年
に
現
在
の
秋
田
市

川
尻
に
移
転
し
ま
し
た
。

所
蔵
し
て
い
る
簿
冊
で
最
も
古
い
も
の
は

明
治
二
十
五
年
か
ら
昭
和
十
七
年
に
か
け
て

の
中
央
か
ら
の
通
達
指
令
を
綴
じ
た

「通
牒
」

で
す
。
明
治
二
十
五
年
は

「秋
田
県
常
置
度

量
検
定
所
」
が
設
置
さ
れ
た
年
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
検
定
所
創
設
時
か
ら
の
通
牒
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
二
十

七
年
施
行
の

「メ
ー
ト
ル
法
」
で
は
、　
一
般

取
引
に
お
い
て
は
昭
和
二
十
四
年

一
月

一
日

よ
り
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
移
行
に
関
す
る

簿
冊
も
多
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
メ
ー
ト
ル

法
移
行
の
詳
細
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
他
に
は
昭
和
九
年
か
ら
四
十

一
年
ま
で

で
き
ま
す
。

県
内
の
各
地
方
機
関
に
は
業
務
上
の
理
由

で
多
く
の
資
料
、
簿
冊
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
戦
前
の
貴
重
な
文
書
が
入
っ
て

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
当
館
の
こ
の
調
査

の
日
的
は
資
料
、
簿
冊
の
所
在
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
で
す
。
全
県
全
て
の
文
書
を
当
館

で
保
存
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
や
、
ま

た
各
地
方
機
関
の
事
情
に
よ
り
、
結
果
と
し

て
各
地
方
機
関
に
保
存
さ
れ
て
い
る
以
上
、

当
館
と
し
て
は
資
料
の
所
在
状
況
を
把
握
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
調
査
を
進

め
る
に
あ
た

っ
て
各
地
方
機
関
に
は
御
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
あ
く
ま
で
業
務

上
資
料
を
保
存
し
て
お
り
、
必
ず
し
も

一
般

公
開
等
を
行

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
事
を

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（公
文
書
班
　
一局
橋
　
健
治
）「国鱒人工孵化試験記録」(水産振興センター所蔵 )



な
施
設
を
訪
ね
て

東
北
大
学
附
属
図
書
館

東
北
大
学
附
属
図
書
館
は
明
治
四
十
四

年

（
一
九
二

一
）
に
同
大
学
内
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
刊
行
物
の
ほ
か
、
狩
野
文
庫

や
漱
石
文
庫
な
ど
も
あ
り
、
多
数
の
研
究

者
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

秋
田
県
関
連
所
蔵
史
料
と
し
て
は
秋
田

家
史
料

（秋
田
家
文
書
）
が
あ
り
ま
す
。

当
館
で
は
平
成
十
四
年
度
よ
り
同
文
書
の

一
部
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

っ
て
収

集
す
る
予
定
で
す
。

秋
田
家
は
中
世
に
は
出
羽
国
秋
田
を
拠

仙
台
市
青
葉
区
川
内

点
と
し
た
戦
国
大
名
、
近
世
に
は
常
陸
国

宍
戸
、
の
ち
に
陸
奥
国
三
春
を
支
配
し
た

近
世
大
名
で
す
。

秋
田
家
史
料
は
昭
和
十
四
年

（
一
九
二

九
）
に
秋
田
家
が
同
大
学
に
寄
託
し
、
さ

ら
に
平
成
七
年
に
附
属
図
書
館
に
移
管
さ

れ
て
、
同
館
所
蔵
と
な

っ
て
い
ま
す
。
平

成
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
秋
田
家
史
料

目
録
』
に
よ
る
と
四
三
三
七
点
あ
り
ま
す
。

主
と
し

て
近
世

の
史
料
が
中
心

で
す

が
、
範
囲
は
中
世
末
期
か
ら
近
代
に
及
ん

で
い
ま
す
。
同
目
録
で
は
次
の
と
お
り
三

つ
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

１
　
家
文
書

（系
図
、
官
位
叙
任
、
家

督
、
藩
主
筆
跡
等
、
肖
像
）

‥
・

五
三
七
点

２
　
領
主
文
書

（内
書
、
秋
田
時
代
、

宍
戸
時
代
、
三
春
時
代
、
兵
学
、

地
図

・
絵
図
）
　

‥
一
〇
九

一
点

３
　
蔵
品

（目
録
、
名
家
筆
跡
、
文
学

。
宗
教
、
芸
能

。
絵
画
、
薬
方
、

そ
の
他
）
　

　

　

・ｔ

一七
〇
九
点

史
料
に
は
蔵
品
も
含
ま
れ

て
い
ま
す

が
、
古
文
書
に
は
他
の
戦
国
大
名
か
ら
受

け
た
書
状
な
ど
、
中
世
の
秋
田
を
知
る
こ

と
の
で
き
る
史
料
も
多
数
あ
り
ま
す
。

平
成
十
三
年
度

評
価
選
別
実
績
報
告

公
文
書
館
で
は
、
県
庁
の
業
務
に
よ

っ

て
作
成
さ
れ
た
公
文
書
を
歴
史
的
資
料
と

し
て
保
存
す
る
た
め
、
毎
年
定
期
に
引
継

ぎ
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
引
継
い
だ

簿
冊
の
全
て
を
保
管
す
る
訳
で
は
な
く
、

歴
史
的
価
値
も
あ
る
も
の
と
、
廃
棄
処
分

す
る
も
の
と
に
評
価
選
別
を
行

っ
て
い
ま

す
。
毎
年
の
記
録
を
後
世
に
適
確
に
伝
え

る
公
文
書
を
選
別
す
る
の
は
大
変

で
す

が
、
公
文
書
館
の
重
要
な
使
命
で
も
あ
り

ま
す
。

一
般
的
に
、
公
文
書
館
施
設
で
は
引
継

ぎ
簿
冊
総
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が
保

存
の
目
途
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
館
で
は
、

平
成
九
年
度
よ
り
、
引
継
ぎ
簿
冊
の
第

一

次
選
別
を
行
い
ま
し
た
。
十
二
年
度
ま
で

に
七
二
，

〇
二
七
冊
を
選
別
し
、　
一
一
，

七
三
九
冊
を
保
存
し
ま
し
た
。
第
二
次
選

別
で
は
保
存
分
を
さ
ら
に
選
別
し
、
五
パ

ー
セ
ン
ト
程
度
に
し
ば
る
予
定
で
す
。

今
年
度
は
平
成
六
、
七
年
度
引
継
ぎ

の

全
課
所
分
の
他
、
平
成
六
か
ら
十
二
年
度

引
継
ぎ
県
税
事
務
所
分
と
十
二
年
度
引
継

ぎ
会
計
課
分
の
二
四
，

二
七
七
冊
を
選
別

し
、
三
，　
一
二
四
冊
の
保
存
と
二

一
，　
一

五
三
冊
の
廃
棄
を
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

平
成
八
年
度
引
継
ぎ
簿
冊
の
選
別
作
業
を

進
行
中
で
す
。

（公
文
書
班
　
一局
橋
　
健
治
）

平成13年度評価選別状況 (平成 14年 3月 現在 )

平 成 6年 度 弓 継 簿 冊

名 総 冊 数 保 存 冊 数 廃 棄 冊 数

総 務 |,551 722 829
企 画 振 興 部 22 3 19

福 祉 保 健 部 337 109 228
生 活 環 境 文 化 部 168 11 157
由
辰 政 40 6

林 務 158 33 125
産 業 経 済 労 働 部 334 295
建 設 交 通 部 360 52 308
出 局 391 0 391

3,361 975 2,386

名 総  冊  数 保 存 冊 数 廃 棄 冊 数

総 務 1 239 199 1,040
企 画 振 興 部 10 2 8

福 祉 保 健 部 3,506 447 3,059
生 活 環 境 文 化 部 510 186 324
曲辰 政 1,951 128 1,823
林 務 265 217
産 業 経 済 労 働 部 384 7 377
建 設 交 通 部 1,287 491 796
出 納 局 212 0 212

9 364 1 508 7,856

平成 6～ 12年度引継簿冊

名 幣念  Fl  委文 保 存 冊 数 廃 棄 冊 数

県 税 事 務 所 10092 601 9,491

平成12年度弓1継簿需

名 総 冊 数 保 存 冊 数 廃 棄 冊 数

出 納 局 (会 計 課 ) 1,460 40 1、 420



『
国
典
類
抄
』

シ
ス
テ
ム
に
つ

角
館
は
、
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
佐

竹
義
宣

の
秋
田
入
部
に
伴
い
、
そ
の
支
配

が
戸
沢
氏
か
ら
度
名
盛
重

へ
と
変
わ
り
、

さ
ら
に
直
名
氏
断
絶
後

の
明
暦
年
間
に
、

佐
竹

一
門
の
北
家
が
所
預
と
し
て
治
め
た
。

こ
の
絵
図
は
、
享
保
七
年

（
一
七
三
二
）

に
当
時

の
家
老
今
宮
義
透
が
中
心
と
な

っ

て
領
内
調
査
を
行

っ
た
際
に
つ
く
ら
れ
た

「秋
田
領
給
人
町
絵
図
」
の

一
つ
で
あ
る
。

町
の
北
と
南
を
区
分
す
る
火
除
け
地
帯

の

中
央
に
土
手
が
築
か
れ
、
そ
の
北
側
が
侍

屋
敷
町

の
内
町
、
南
側
は
町
人
が
居
住
す

る
外
町
で
あ

っ
た
が
、
外
町
の

一
部
に
は

侍
屋
敷
も
あ

っ
た
。
絵
図
の
北
端
に
佐
竹

北
家

の
屋
敷
が
み
ら
れ
る
。
内
町
の

一
つ

勝
楽
町
に
は
、
塩
谷
氏

。
今
宮
氏
な
ど
の

廻
座
級
の
武
士
が
居
住
し
た
。
ま
た
秋
田

蘭
画
で
知
ら
れ
る
小
田
野
直
武
は
同
じ
く

内
町
の

一
つ
一暴
町
で
生
ま
れ
て
い
る
。

当
館
で
は
、
角
館
の
他
に
大
館
、
桧
山
、

刈
和
野
、
湯
沢
、
院
内
の
給
人
町
絵
図
を

所
蔵
し
て
お
り
、
昭
和
六
十
三
年
に
県
の

有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（古
文
書
班
　
後
藤
　
富
貴
）

『
国
典
類
抄
』
は
初
代
藩
主

・
義
宣
か

ら
八
代

・
義
敦

の
治
世
ま
で
の
記
録
類
を

集
大
成
し
た
編
纂
史
料
で
す
。
内
容
に
よ

り
六
部

（吉

。
凶

・
軍

。
賓

。
嘉

。
雑
）

に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

県
立
図
書
館
所
蔵
時
代
に
同
館
に
よ
り

全

一
九
巻

で
翻
刻
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、

現
状
で
は
目
的

の
項
目
に
到
達
す
る
の
が

困
難
な
た
め
、
早
く
か
ら
索
引
の
作
成
が

望
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
業
者
委

託
に
よ
り
検
索
シ
ス
テ
ム
の
作
成
に
着
手

し
て
お
り
ま
す
。

当
館
で
は
本
年
三
月
に

『
渋
江
和
光

日
記
』
第
九
巻
と
所
蔵
古
文
書
目
録
第

五
集

『
系
図
目
録
Ⅱ
』
を
刊
行
し
ま
し

た
。

『
渋
江
和
光
日
記
』
第
九
巻
は
、
天

保
四
年

（
一
八
三
三
）
七
月
か
ら
五
年

十
二
月
ま
で
、
藩

の
御
相
手
番

・
渋
江

和
光
四
三
歳
か
ら
四
四
歳
に
か
け
て
の

日
記
で
す
。
当
時
の
藩
政
や
上
級
武
士

の
生
活
ぶ
り
の

一
端
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

『
系
図
目
録
』
は
当
館
貴
重
文
書
書

庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
秋
田
藩
士
の
系

図
関
係
史
料
を
三
冊
に
分
け
て
刊
行
す

る
予
定
で
す
。
今
回
は
そ
の
二
冊
日
と

し
て
、
文
化
期

（
一
九
世
紀
初
頭
）
に

藩
が
家
臣
団
か
ら
収
集
し
た
系
図
を
中

心
に
、
江
戸
時
代
後
期

の
系
図
史
料
を

収
め
ま
し
た
。

ど
ち
ら
も
今
後

の
利
用
に
役
立

て
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○

『事
業
年
報
』
第
九
号
の
発
行

○
館
報

「公
文
書
館
だ
よ
り
」
の
発
行

○
公
文
書
の
引
継
ぎ

○
公
文
書
の
目
録
の
整
備

○
行
政
資
料
目
録
の
整
備

○
公
文
書
及
び
行
政
資
料
の
公
開
冊
数

の
追
加

○
公
文
書
及
び
行
政
資
料
の
中
性
紙
保

存
箱

へ
の
収
納
促
進

○
公
文
書
の
保
存
及
び
廃
棄
の
選
別

○
公
文
書
の
廃
棄

○
県
政
映
画
の
補
修
及
び
恒
久
保
存
と

ビ
デ
オ
化

○
公
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

○
特
別
整
理
に
伴
う
臨
時
休
館

（十一五日一一三呻日一「脚）

お

知

ら

せ

秋
田
県
公
文
書
館
は
こ
れ
ま

で
公
文

書
班
、
古
文
書
班
で
業
務
を
行

っ
て
来

ま
し
た
が
、
平
成
十

四
年
四
月

一
日
よ

り
古
文
書
班
に
係
わ
る
業
務
を
、
秋
田

県
立
図
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

公
文
書

館
だ

よ

り
　
第
十
六
号

平
成
十
四
年
三
月
二
十

一
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

〒
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

な
〇

一
八

（八
六
六
）
八
三
〇

一

印
刷
　
秋
田
活
版
印
刷
　
株
式
会
社

いオ実
て 索


